
園から相談を受ける

【行動調査の実施】

＜行動調査とは＞

園関係者がPCR検査で陽性になった場合、園児、

職員等のどの範囲が「濃厚接触者」となるか、

保健所が園訪問するなどにより、調査を行いま

す。

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】
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濃厚接触者の特定

園の対応を助言
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【濃厚接触者への連絡】

区福祉保健課から行動調査の

結果提供を受ける

【こ青局に情報提供】

・行動調査の結果を受け、濃厚接触者の有無

等を連絡

・園が配布するお知らせの確認・調整
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⇒該当者のPCR検査結果の確認まで
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＜濃厚接触者がいる場合＞

濃厚接触者全員のＰＣＲ検査の結果が

確認できるまで休園

【保護者に対し、お知らせ配布】
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に従い療養が
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区福祉保健課で実施する行動調査を円滑に行うため、関係者のヒアリング

への協力のほか、①当該職員の体調の変化、②当該職員を含む全職員の出

勤状況、③当該職員の勤務の状況、④園児の登園状況などについて、園で
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保護者から報告を受ける

【園所在区のこども家庭支援課に報告】

保護者

発熱等の症状がある、

送迎停止

在園児の家族 園 区こども家庭支援課 区福祉保健課（保健所） こども青少年局

症状が４日以上続く

【医療機関等受診】

＜感染症帰国者・接触者相談センター＞

＜医療機関＞

PCR検査不要 PCR検査必要

受診期間中送迎停止

対応不要

陽性判定

【園に報告】

＜当該家族が送迎者の場合＞

・当該家族と接触した保育士は

濃厚接触者の特定が終了するまで

出勤停止を決定

【園に指示】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

子どもの登園停止について

保健所から連絡を受ける

【園に報告】
【在住区福祉保健課での行動調査】

【同居の子どもについて、濃厚接触

者として登園停止を連絡】

行動調査の終了

濃厚接触者の特定

園の対応がある場合、助言

【園所在区こども家庭支援課へ連絡】

【濃厚接触者への連絡】

・行動調査の結果を受け、園の対応

を決定

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園へ情報提供】

【こ青局に情報提供、協議・調整】

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

区こども家庭支援課の指示を受け、

園で対応

【保護者に対しお知らせ配布】

保健所等の指示が

出るまで送迎停止

区こども家庭支援課と情報共有

保育所等における新型コロナウイルスの対応フロー（対象者：③在園児の家族の場合）

保健所等の指示が出るまで該当の

園児の登園停止

保健所等の指示が出るまで

該当の職員の出勤停止

接触があった保育士は

濃厚接触者の特定が終了するまで

出勤停止

陰性判定

区から依頼があれば行動調査を

受け入れ

必ず実施する内容

必要な場合のみ実施する内容

（園運営に影響が出る場合）

園からお知らせを受け取る

濃厚接触者に該当する園児が

いた場合のみ保健所から連絡

濃厚接触者に該当する職員が

いた場合のみ保健所から連絡

区こども家庭支援課と情報共有

【接触があった保育士に

出勤停止を伝える】

保護者から報告を受ける

濃厚接触者に

特定される、

送迎停止


